
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

（
健
康
福
祉
総
務
課
）

一

�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃

）

�
香
川
県
統
計
調
査
条
例
の
規
定
に
よ
る
香
川
県
寡
婦
実
態
調
査
の
実
施
（
子
育
て
支
援
課
）

二

�
香
川
県
統
計
調
査
条
例
の
規
定
に
よ
る
香
川
県
特
定
地
場
産
品
調
査
の
実
施（

経
営
支
援
課
）

�
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）

（
道
路
保
全
課
）

公

告

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

（
経
営
支
援
課
）

三

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
四
件
）

（
土
地
改
良
課
）

四

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

（

〃

）

五

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出

（

〃

）

監
査
委
員
告
示

�
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
る
包
括
外
部
監
査
の
事
務
の
補
助
者

六

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

第９５号

平 成１７年

１２月２日（金曜日）

告

示

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
一
一
、
九

か
も
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

観
音
寺
市
坂
本
町
七
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

平
成
一
七
、
一
一
、
一

い
ぬ
い
歯
科
え
り
矯
正

歯
科

坂
出
市
江
尻
町
四
〇
九
番
地
一

平
成
一
七
、
一
一
、
一

医
療
法
人
社
団
和
会
や

ま
ぐ
ち
歯
科
医
院

丸
亀
市
垂
水
町
三
二
四
〇
番
地
四

平
成
一
七
、
一
一
、
一

ぞ
う
さ
ん
薬
局

丸
亀
市
土
器
町
東
四
丁
目
七
三
七
番
地

平
成
一
七
、
一
一
、
一

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
香
川
中

央
店

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
一
二
六
一
番
地
一

五

廃

止

年

月

日

名

称

所

在

地

平
成
一
七
、
九
、
二
五

塩
江
町
国
民
健
康
保
険

塩
江
病
院

高
松
市
塩
江
町
安
原
上
東
九
九
番
地
一

平
成
一
七
、
一
〇
、
一

三
井
外
科
医
院

仲
多
度
郡
多
度
津
町
京
町
一
番
二
二
号

平
成
一
七
、
九
、
九

大
西
歯
科
医
院

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
二
九
七
六
番
地
六

平
成
一
七
、
一
〇
、
三
一

や
ま
ぐ
ち
歯
科
医
院

丸
亀
市
垂
水
町
横
井
三
二
四
〇
番
地
四

平
成
一
七
、
一
〇
、
三
一

ぞ
う
さ
ん
薬
局

丸
亀
市
土
器
町
東
四
丁
目
七
三
七
番
地

平
成
一
七
、
一
〇
、
三
一

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局
香
川
中

央
店

香
川
郡
香
川
町
大
字
浅
野
一
二
六
一
番
地
一

五

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

（
第
九
二
九
二
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

香
川
県
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
香
川
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
香
川
県
寡

婦
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
の
目
的

「
母
子
家
庭
等
自
立
促
進
計
画
」
を
策
定
す
る
に
当
た
り
、
県
内
の
寡
婦
の
実
態
を
把
握
し
、
今
後

の
母
子
福
祉
施
策
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
事
項

１

寡
婦
の
状
況

２

就
業
等
の
状
況

３

住
宅
の
状
況

４

養
育
費
の
状
況

５

収
入
・
生
活
状
況

６

現
状

７

施
策
に
対
す
る
要
望
等

三

調
査
の
範
囲

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
現
在
県
内
に
住
所
を
有
し
、
現
に
二
十
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
お
ら

ず
、
か
つ
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
、
か
つ
て
母
子
家
庭
の
母
と
し
て
児
童
を
扶
養
し
て
い
た
六
十
五

歳
未
満
の
者
の
中
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
四
○
○
人

四

調
査
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
現
在
で
行
う
。

五

調
査
の
方
法

（
財
）
香
川
県
母
子
福
祉
連
合
会
が
調
査
票
を
配
布
し
、
郵
便
に
よ
り
回
収
す
る
方
法

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

香
川
県
統
計
調
査
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
香
川
県
条
例
第
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
香
川
県
特

定
地
場
産
品
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

調
査
の
目
的

香
川
県
特
定
地
場
産
品
調
査
は
、
特
定
地
場
産
品
の
実
態
を
把
握
し
、
地
場
産
業
振
興
対
策
の
基
礎

資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
事
項

１

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

２

従
業
者
数

３

特
定
地
場
産
品
の
名
称

４

特
定
地
場
産
品
の
出
荷
額
及
び
加
工
賃
収
入
額

５

特
定
地
場
産
品
の
販
売
先
の
地
域
別
割
合
及
び
業
態
別
割
合

６

主
な
原
材
料
の
仕
入
先
の
地
域
別
割
合

三

調
査
の
範
囲

香
川
県
の
特
定
地
場
産
品
で
あ
る
か
ま
ぼ
こ
、
つ
く
だ
に
、
み
そ
、
醤
油
、
食
酢
、
清
酒
、
う
ど
ん
、

そ
う
め
ん
、
冷
凍
食
品
、
缶
詰
、
手
袋
、
カ
バ
ン
・
袋
物
、
ニ
ッ
ト
製
品
、
製
綿
・
寝
具
、
織
物
、
縫

製
品
、
桐
げ
た
、
家
具
、
ち
り
紙
、
粘
土
瓦
、
レ
ン
ガ
、
陶
管
、
植
木
鉢
、
石
工
品
、
は
か
り
、
ボ
タ

ン
、
漆
器
、
和
傘
及
び
う
ち
わ
の
二
十
九
業
種
の
い
ず
れ
か
を
製
造
す
る
事
業
所

四

調
査
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
で
行
う
。

五

調
査
の
方
法

調
査
員
が
対
象
事
業
所
に
調
査
票
を
配
布
し
、
申
告
者
が
自
ら
記
入
す
る
自
計
申
告
に
よ
る
。

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
同
月
二

十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

津
田
川
島
線
（
二
号
）

三

道
路
の
区
域

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

（
第
九
二
九
二
号
）

二



四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
同
月
二

十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

高
松
長
尾
大
内
線
（
十
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

●
香
川
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
か
ら
同
月
二

十
三
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

原
田
琴
平
線
（
二
百
六
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

●
香
川
県
公
告
第
六
百
七
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
四
百
四
十
八
号

二

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
一
五
八
四
番
一
地
先
か
ら

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
一
四
七
七
番
一
地
先
ま
で

二
〇
・
〇

〜
五
三
・
〇

四
七
七

平
成
元
年
香

川
県
告
示
第

六
十
八
号
で

変
更
し
た
区

域
の
一
部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

善
通
寺
市
木
徳
町
中
村
五
一
二
番
一
一
地
先
か
ら

善
通
寺
市
木
徳
町
中
村
五
一
二
番
一
地
先
ま
で

一
二
・
八

〜
一
四
・
六

八
〇

平
成
十
一
年

香
川
県
告
示

第
八
百
三
十

一
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

さ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
三
五
〇
〇
番
一
〇
地
先
か

らさ
ぬ
き
市
大
川
町
田
面
一
五
八
八
番
二
地
先
ま
で

二
七
・
〇

〜
三
六
・
四

九
五

平
成
元
年
香

川
県
告
示
第

六
十
八
号
で

変
更
し
た
区

域
の
一
部

県
道
高
松
長

尾
大
内
線
重

用
区
間

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

（
第
九
二
九
二
号
）

三



マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
松
縄
店

高
松
市
松
縄
町
三
〇
一
番
地
一

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五

意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１

縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
（
金
曜
日
）
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
四
日
（
水
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
六
百
七
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
八
年
一

月
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
七
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
琴
南
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事

業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
川
東
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日
適
当
と
決

定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
琴
南
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
四

日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
八
年
一

月
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
十
八
年
一

月
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

事

業

主

体

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

大
向
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
大
向
地
区

琴
南
町
建
設
経
済
課

名
頃
下
地
区
共
同
施
行

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
名
頃
下
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

坂
出
市
府
中
町
土
地
改

良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
新
宮
地
区

坂
出
市
環
境
経
済
部

農
林
水
産
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
横
山
西
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

（
第
九
二
九
二
号
）

四



●
香
川
県
公
告
第
六
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺

市
観
音
寺
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

監

事

冨
永

和
良

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
一
四
六
番
地

平
成
一
七
、
四
、
二
三

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

監

事

高
崎

壽
男

観
音
寺
市
観
音
寺
町
甲
三
一
三
八
番
地
五

平
成
一
七
、
一
一
、
一
〇

●
香
川
県
公
告
第
六
百
八
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市

王
越
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

野
田

正
行

坂
出
市
王
越
町
乃
生
八
一
〇
番
地

平
成
一
七
、
九
、
二
三

●
香
川
県
公
告
第
六
百
八
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

坂
出
市
林
田
土
地
改
良

区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
総
社
南
地
区

坂
出
市
環
境
経
済
部

農
林
水
産
課

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
東
梶
下
所
東
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
東
梶
下
所
南
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
中
川
原
北
地
区

〃

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
前
場
地
区

〃

土
地
改
良
事
業
を

行
っ
た
者
の
名
称

土
地
改
良
事
業
の
種
類

地

区

名

工
事
完
了
年
月
日

さ
ぬ
き
市

農
村
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業

長
尾
地
区
（
白

羽
団
地
）

平
成
一
六
、
八
、
三
〇

〃

農
村
総
合
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備

事
業
）

乙
井
・
新
川
地

区（
第
一
工
区
）
平
成
一
二
、
八
、
三
〇

〃

農
村
総
合
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備

事
業
）

乙
井
地
区
（
第

二
工
区
）

平
成
一
二
、
三
、
一
〇

〃

農
村
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業

八
替
地
区

平
成
一
六
、
二
、
一
〇

〃

農
村
総
合
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備

事
業
）

長
尾
地
区
（
野

間
田
団
地
）

平
成
一
五
、
三
、
二
〇

三
豊
郡
仁
尾
町
土

地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
区
画
整
理
事
業
）

宮
地
の
谷
地
区

平
成
一
〇
、
二
、
二
〇

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

天
王
地
区

平
成
七
、
三
、
二
四

〃

香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保

事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）

湊
池
地
区

平
成
七
、
三
、
二
四

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

佐
古
地
区

平
成
一
二
、
三
、
一
五

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

（
第
九
二
九
二
号
）

五



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

監
査
委
員
告
示

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
た
め
池
等
整
備
事
業
）

小
池
地
区

平
成
一
三
、
三
、
二
一

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
農
道
整
備
事
業
）

丸
山
地
区

平
成
一
三
、
三
、
二
六

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業

（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）

中
筋
地
区

平
成
一
四
、
三
、
二
二

補
助
で
き
る
期
間

平
成
１７
年
１２
月
２
日
か
ら

平
成
１８
年
３
月
３１
日
ま
で

住
所

香
川
県
高
松
市
番
町
３
丁
目
２０
番
２
号

東
京
都
小
平
市
上
水
新
町
３
丁
目
１４
番
９
号

香
川
県
高
松
市
木
太
町
２０１４

番
地
７

補
助
者
の
氏
名

眞
鍋

洋
一

中
由

規
子

井
上

秀
美

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/

●
香
川
県
監
査
委
員
告
示
第
３
号

包
括
外
部
監
査
人
大
西
俊
哉
が
実
施
す
る
監
査
の
事
務
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）

第
２５２
条
の
３２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
者
に
補
助
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
と
包
括
外
部

監
査
人
大
西
俊
哉
と
の
間
で
協
議
が
調
っ
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
１７
年
１２
月
２
日

香
川
県
監
査
委
員

栗
田

隆
義

同
石

川
豊

同
石

川
稠

治

同
野

田
峻

司

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
十
二
月
二
日

（
第
九
二
九
二
号
）

六


